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　役員報酬基準は、名古屋大学役員給与規程に基づ
き、本給（1,175,000円）及び諸手当（地域手当、通勤手
当、単身赴任手当及び期末特別手当）としている。
　期末特別手当については、同規程に基づき、期末特
別手当基準額（本給＋地域手当＋（本給+地域手当）×
100分の20＋本給×100分の25の月額）に、平成29年6
月支給においては100分の150、12月支給においては

ができる。
　なお、平成29年度における給与制度の主な改定内容
は以下のとおりである。

・民間企業等における月例給の決定状況等を勘案して
平成29年度に出された人事院勧告を参考として、期末
特別手当の支給率について、平成29年度の特例とし
て、0.15ヶ月分の引き上げを実施した。



理事

理事（非常勤）

　役員報酬基準は、名古屋大学役員給与規程に基づ
き、非常勤役員手当（月額294,000円）、手当加算額及
び通勤手当から構成されている。

　役員報酬基準は、名古屋大学役員給与規程に基づ
き、本給及び諸手当（地域手当、通勤手当、単身赴任
手当及び期末特別手当）としている。
　期末特別手当については、同規程に基づき、期末特
別手当基準額（本給＋地域手当＋（本給+地域手当）×
100分の20＋本給×100分の25の月額）に、平成29年6
月支給においては100分の150、12月支給においては
100分の165を乗じ、さらに基準日以前6ケ月以内の期間
におけるその者の在職期間に応じた割合を乗じて得た
額としている。また、平成29年度人事院勧告を参考とし
て、期末特別手当の支給率について、平成29年度の特
例として、0.15ヶ月分の引き上げを実施した。さらに、期
末特別手当の額は、総長が、その職務実績に応じ、そ
の額の100分の10の範囲内で増額し、又は減額すること
ができる。
　なお、平成29年度における給与制度の主な改定内容
は以下のとおりである。
・民間企業等における月例給の決定状況等を勘案して
平成29年度に出された人事院勧告を参考として、期末
特別手当の支給率について、平成29年度の特例とし
て、0.15ヶ月分の引き上げを実施した。











　監事（非常勤）

【文部科学大臣の検証結果】

　名古屋大学は、本学の理念である自由闊達な学風の
下、人間と社会と自然に関する研究と教育を通じて、
人々の幸福に貢献することを、その使命とし、とりわけ、
人間性と科学の調和的発展を目指し、人文科学、社会
科学、自然科学をともに視野に入れた高度な研究と教
育を実践している。また、世界で活躍できる人材の育
成、世界トップレベルの研究推進、グローバル化の推進
及び産学官・社会連携の推進を総長のリーダーシップ
の下で実施している。
　そうした中で、名古屋大学の監事は、本学の業務を監
査する役割を担っている。
　監事の年間報酬額は、人数規模が同規模である民間
企業の役員報酬55,763千円と比較した場合、それ以下
であり、また、事務次官の年間給与額23,175千円と比べ
てもそれ以下となっている。
　名古屋大学では、監事の報酬月額を法人化移行前の
国家公務員指定職俸給表の俸給月額を踏まえて決定し
ている。
　また、他の旧帝国大学の監事の報酬水準と同水準と
なっている。
　こうした職務内容の特性や他法人等との比較を踏まえ
ると、報酬水準は妥当であると考えられる。

　職務内容の特性や国家公務員指定職適用官職、他の
同規模の国立大学法人、民間企業等との比較などを考
慮すると、役員の報酬水準は妥当であると考える。



４　役員の退職手当の支給状況（平成29年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

５　退職手当の水準の妥当性について
【文部科学大臣の判断理由等】

区分

６　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

理事

理事

　業績給については、期末特別手当で導入しており、今後も継続していく方針である。

監事
（非常勤）

該当者なし

該当者なし

理事
（非常勤）

該当者なし

法人の長

法人での在職期間

判断理由

該当者なし

監事 該当者なし

法人の長

理事
（非常勤）

監事

監事
（非常勤）







3,073 42.6 7,436 5,410 108 2,026

750 41.7 6,188 4,559 147 1,629

1,268 49.4 9,833 7,061 110 2,772

776 34.1 5,298 3,926 65 1,372

1

31 44.2 7,869 5,790 95 2,079

245 36.6 5,542 4,115 111 1,427

1

1
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